


【国保】 

 

Ｂ-1 歯科疾患管理料 

 

《令和２年９月８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、診療開始日から４か月以上経過した患者に対して、「Ｇ」

病名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者（有

床義歯に係る治療のみを行う患者を除く。）に対して病状が改善した歯科

疾患等の再発防止及び重症化予防のための継続管理を評価したものであ

ることから、歯肉炎に対する一定の治療終了後に、患者の様態等によって

は、継続的な管理のみで再発防止及び重症化予防を行う場合もある。 

 

○ 留意事項 

処置等の算定がない歯科疾患管理料のみの算定が傾向的に見られる場

合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。 

 

  



【国保】 

 

Ｂ-2 歯科衛生実地指導料 

 

《令和２年９月８日新規》 

《令和４年１２月１日更新》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、実日数１日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患

がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

Ｂ００１－２ 歯科衛生実地指導料の通知に、歯科疾患に罹患している

患者であって、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して、主治の

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、１５分以上実施した場合に算定と

あることから、抜歯を行った当日であっても、指導は可能であり、通知に

該当すると考えられる。 

 

  



【国保】 

 

Ｂ-3 歯科衛生実地指導料② 

 

《令和２年９月８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、初診月において、「Ｇ」病名のみで歯周病検査の算定がな

い場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯周病検査の算定がない場合であっても、Ｇ病名の診断は可能であるこ

とから、歯肉炎に罹患している患者に対する歯科衛生実地指導料の算定は

認められる。 

 

  



【国保】 

 

Ｂ-4 歯科衛生実地指導料③ 

 

《令和２年９月８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、「ダツリ，Ｃ」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了

する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯科衛生実地指導料は、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛

生士による実地指導が必要なものに対して算定できるものであり、う蝕処

置を行い、再装着のみの処置であっても、う蝕の発生抑制のための指導を

行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。 

 

  



【国保】 

 

Ｂ-5 歯科疾患管理料② 

 

《令和２年９月８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、

歯科疾患管理料の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

口腔を一単位としてとらえ、抜歯対象となった当該歯のみに限らず、生

活習慣、口腔環境の改善を図る継続管理を評価した歯科疾患管理料の主旨

から当該管理料の算定は認められる。 

 

○ 留意事項 

歯科疾患管理料の管理の継続性や必要性に基づき判断することが必要

であると思われる。 

 

  



【国保】 

 

Ｂ-6 歯科疾患管理料③ 

 

《令和３年９月７日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、他の病名がなく、乳歯の抜歯手術以外の処置がない場合、

歯科疾患管理料の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

口腔を一単位としてとらえ、抜歯対象となった当該歯のみに限らず、生

活習慣、口腔環境の改善を図る継続管理を評価した歯科疾患管理料の主旨

から当該管理料の算定は認められる。 

 

○ 留意事項 

歯科疾患管理料の管理の継続性や必要性に基づき判断することが必要

であると思われる。 

  



【国保】 

 

Ｂ-7 歯科疾患管理料④ 

 

《令和７年８月２８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、再診月において、「ダツリ、Ｃ」病名に対して、診療実日数

が１日で歯科治療が終了する場合であっても、２回目以降の歯科疾患管理

料の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

管理計画に基づく継続的な口腔管理等を行ってきた患者に対して、「ダ

ツリ、Ｃ」病名で、再診月において診療実日数が１日で歯科治療が終了す

る場合であっても、歯科疾患等の再発防止及び重症化予防のため、生活習

慣の状況や口腔衛生状態等に係る口腔管理及び療養上必要な指導を行う

場合がある。 

 

  



【国保】 

 

Ｂ-8 歯周病患者画像活用指導料 

 

《令和７年８月２８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、歯周病に罹患している患者に対して歯周病検査を実施する

場合において、「Ｐ」病名の歯数にかかわらず、口腔内写真５枚までの歯

周病患者画像活用指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

「Ｐ」病名の歯及び歯周組織の部位に対して、歯周病が重度で歯頚部や

歯間部、遠心面や根分岐部に対するブラッシング方法を効果的に指導する

ために、ミラーを使って拡大撮影するなど、さまざまな方向等から撮影を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

前歯部１歯の「Ｐ」病名に対して、５枚の口腔内写真の撮影に係る歯周

病患者画像活用指導料の算定が傾向的にみられる場合等、診療状況が不明

な場合は、必要に応じて医療機関に対して照会を行い、判断する必要があ

る。 

 


